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論　　文　　の　　要　　旨

＜目的＞

　最近害欧米においては事疾病診断及び司法精神鑑定における客観的ヨ操作的な基準設定を目指す

研究がなされている。わが国でも疾病診断についてはヲ「精神障害の分類と診断の手引き第三版ヨ第

三期修正版」DSM皿雪及び唖Rの導入がなされヨかなりの普及を見ている。司法精神鑑定において

も刑事責任能カのための客観的操作基準の開発1導入が行われることが鑑定人間の判定の分散を緩

和しヨ被鑑定人に対して法のもとでの平等を保障するという意味でも望ましい。

　本研究は内因性精神病、及びその辺縁圏を対象とし里精神鑑定の過程で得られるデータから事そ

の責任能カを客観的に判定することが可能かを検証しう刑事責任能カの判定のための予測基準を作

成しラこの予測基準の意義と有用性について検討することを目的とするものである。

＜対象及び方法＞

　本研究は筑波大学社会医学系精神保健グループが所蔵する1972年8月1日から1992年7月31日の

20年間の司法精神鑑定例185事例の中からDSM㎜ラ及び皿Rに基づき精神分裂病曾躁うつ病圏争その

辺縁圏と診断された亙2！件を対象集団とした。対象集団に対し官人口統計学的ヨ犯罪学的など関連す

る要因計23種（変数）を集計しヨ鑑定例のデータベースを作成した。さらに統計学的仮説検定及び

数量化理論亘類（林氏による）による多変量解析を行った。外的基準を3つの責任能カ区分としヨ

外的基準と疾病との組み合わせを作り争解析の結果ヨ最適な組み合わせを選びラ特性要因との関連

性について検討した。また害この解析から精神分裂病にて心神耗弱と判定されたグループの特性の
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再構成を試みた。

＜結果及び考察＞

王）兄2検定を行い、各責任能力に関連する有意な特性要因を得た。特性要因にっいての多変量解析

により2種の独立した軸（分類尺度）が得られた。この軸を尺度にした座標平面上で上記特性要因

は3種（グループ）に区分することができた。これより精神鑑定の過程で得られるデータからヨそ

の共通特性を分類尺度として心神喪失1心神耗弱1完全責任能力と判定されるグノレープを判別する

ことが可能であることが示唆された。従来ラわが国ではヨ同一事例に対する鑑定者問での診断事判

定の違いが指摘されているがヲ本研究による方法によれば事例集団の有する特性に基づき判定がな

され，客観的1操作的評価が期待できると思われる。本研究で得られた2種の分類尺度はラその特

性から精神医学的方法論の軸Psychiatric　Mode1：P軸と法学的方法論の軸Lega1Mode1：L軸と名付

けることができる。すなわち鑑定における判定は精神医学的視点と法学的視点に基づく立場からな

されているといえる。この2軸により心神喪失と判定されたグループと完全責任能力と判定された

グループの特性は明確に識別されたがヨ心神耗弱と判定されたグループの特性は前2者と何らかの

移行を示すことが明らかになった。

2）本研究で用いた統計学的ラ犯罪学的指標から予傭的1予測的な意味での刑事責任能力予測評価

尺度の作成を行った。すなわち評価尺度表に従いヨ当該事例の該当する項目を選ぶチェックリスト

方式をとった。次にP軸とL軸の得点を算出した。この得点がどの分類区分に入るかにより雪責任

能力の判定を予測できる。この予測基準は非専門家が鑑定を依頼する前に、その判定の目安とする

ことができるほか雪鑑定の経験例数の乏しい大多数の精神科医にとっても判定の大綱として参考に

することができるものと思われる。

審　　査　　の　　要　　旨

　本研究はラ司法精神鑑定における客観的1操作的基準の導入を目指しておりヨ精神鑑定書のデー

タベース化と数量化理論II類による多変量解析を行い，刑事責任能カ判定の予測を可能にしたもの

である。わが国の司法精神医学においてはラ疾病診断に基づく慣例に従うためヲ鑑定人問での診断

の相違ラ責任能カ判定の相違が問題となっていた。本研究では心神喪失ヨ心神耗弱ヨ完全責任能カ

という責任能力の分類区分を特性要因に基づき数量化したこと雪及び人口統計学的ヨ犯罪学的特性

要因から責任能力の予測を可能としたことに大きな意義を有する。本研究はヨ鑑定経験の少ない精

神医学者ラ非専門家らが用いることによって判定の予測基準となすことができラ鑑定書作成の際の

標準化の一助となりうる点で極めて有用である。

　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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